
 

３月の休館日は１６日（月）です。     裏面もご覧ください。 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

日にち 会場・時間 対    象 内容・持ち物等 申込み 
３／ 7（土） 

  
 

 
3／14（土） 

3／21（土）  

   
3／28（土） 

３月は「東青梅切り絵サークル」

の作品を展示しています。 
センターにお越しの際は、ぜひ

足を止めてみてください。 
 

３月のわいわいサタデー  

※ 令和２年度の展示希望団

体を受付中です。 
詳しくは、センター事務

室までお問合せください。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止 

東青梅市民センターでの臨時出張受付 

３月１５日（日） 午前９時～午後３時 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤防⽌のため、市
主催の各種イベント等の中⽌・延期があります。 

⻘梅市ホームページで随時更新されていますので、ご確
認のうえ、詳細は各担当課にお問合せください。 

現時点では未定です。（実施の有無は事前にお問い合わせください） 

流水と石鹸による手洗い 正しいマスク
の着用 

咳エチケット 

「ちょこっと共済」は、交通事故にあっ
たときのお⾒舞⾦の制度です。上記
の保険には該当しませんので 
ご注意ください。 

◯受付期間  ３／２（月）～３／３１（火） 

        ※土・日曜日、祝日を除く 

◯受付場所  市役所１階ロビー・３階市民安全課窓口、梅郷・沢井・

小曾木・成木の各出張所、市内金融機関 

（ゆうちょ銀行を除く）。 
◯受付時間 市役所１階：午前９時～午後４時３０分 

３階：午前８時３０分～午後５時１５分 

      各出張所：午前８時３０分～午後５時     

※市内金融機関は窓口営業時間内 

★ 詳細は広報おうめ３月１日号をご覧ください。 

★ 問い合わせ 市民安全課市民安全係 22-1111 内線 2311 

感染予防のポイント 
 

 ⾃転⾞利⽤中の対⼈賠償事故に備え
る保険等への加⼊が義務化されます 

東京都では、令和２年４⽉１⽇から、⾃
転⾞利⽤中の事故により、他⼈にケガをさせ
てしまった場合などの損害を賠償できる保険
等への加⼊が義務となります。 

既に加⼊している保険等に付帯されている
場合もあるので、よく確認してください。 
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防災講演会 
〜犯⼈の電話に出ないで 被害「ゼロ」〜 〜⼥性の視点で⾒た 

市民センターでも住民票などを取得できます 

防災について〜  第八支会地域の安全を守る会では、２月１３日、

東青梅市民センターで防犯講演会を開催しまし

た。 
 講師には、青梅 
警察署防犯アドバ 
イザーの吉田 悟 
氏をお招きして、 
毎年発生している 
特殊詐欺や侵入盗 
（空き巣）について防犯の観点からお話をいただ

きました。 
特殊詐欺については、平成３１年は市内で１８

件発生しています。 
特殊詐欺を防ぐには、録音機能がある電話や知

らない番号には出ないことが未然に防ぐコツだそ

うです。 
また、侵入盗については、鍵をかけることが最

も重要です。特に２階のベランダなどが要注意で、

数分もあれば、簡単に侵入してしまうそうです。 
最後に子どもの見守りについて話がありまし

た。子どもに対する重大な事件は発生していませ

んが、用もなく夜間にたむろしている青少年の指

導が１，０００件を超え、保護者に引き渡されて

います。地域で子どもたちを見守ることの重要性

をお願いしていました。 
参加した４２人の方は、熱心に耳を傾け、メモ

を取りながら講師の話を聞いていました。 

防犯講演会 
第八支会地区防災対策委員会 主催 

住民票・印鑑証明書・戸籍・課税証明等

の証明書は、市民センターでもとることが

できます。ぜひご利用ください。 

第八支会地域の安全を守る会 主催 

◎市民センター受付時間  
月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時 

 （ただし、センター休館日、祝日、年末年始を除く） 

 第八支会地区防災対策委員会では、２月２７

日、東青梅市民センターで防災講演会を開催し

ました。講演は地元の蒲生真規子防災士を講師

に、女性ならではの目線ですすめられ、３２人

の参加者は、ひとつひとつの話にうなずきなが

ら聞いていました。 
講演内容は第八支会地区で想定される被害地

区ごとに防災士が選任され、青梅市初の女性防

災士として防災計画に関わることで、ジェン 
ダー格差を埋め、人的被害の軽減を図る仕組み

作りを目指していることを中心に話をしていま

した。 
参加者からは 

「当たり前のこ 
となのにできて 
いない。話は非 
常に高度な内容 
だったが、気づ 
かされた」など 
の声が聞かれま 
した。 

※ 窓口に来られる方の本人確認書類（免許証など）を

お持ちください。 
※ 印鑑証明書を申請する場合は、「おうめ市民カード」

または「印鑑登録証」が必要です。 

詳しくは、市民課または市民センターにお問い合わせ

ください。 
市役所市民課 ２２－１１１１ 内線２１０２  
東青梅市民センター ２４－８１１０ 


